
 
衆議院日本国憲法に関する調査特別委員会ニュース H18（2006）.10.27 Vol.22 

 

ホームページ http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kenpou.htm 

 

1

 

10 月 26 日に、第 3 回の委員会（通算

22 回目）が開かれました。  
 
○日本国憲法の改正手続に関する法律案（保岡興

治君外 4 名提出、第 164 回国会衆法第 30 号）  
○日本国憲法の改正及び国政における重要な問題

に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法

律案（枝野幸男君外 3 名提出、第 164 回国会衆

法第 31 号） 
 
1.上記両案について、それぞれ提出者保岡興治君（自

民）及び園田康博君（民主）から提案理由の説明

を聴取した後、提出者田元君（自民）、斉藤鉄

夫君（公明）、枝野幸男君（民主）、保岡興治君（自

民）、鈴木克昌君（民主）、加藤勝信君（自民）、

梨康弘君（自民）、園田康博君（民主）及び小

川淳也君（民主）に質疑を行いました。 

 

2.小委員会設置に関する件  
(1)日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査

小委員会を設置することに、協議決定しました。 

(2)小委員会における参考人及び政府参考人出頭

要求に関する件について、協議決定しました。 
------------------------------------------- 

◎提出者保岡興治君（自民）による「日本国憲法

の改正手続に関する法律案（保岡興治君外 4 名

提出、第 164 回国会衆法第 30 号）」の提案理由

説明  
 ただいま議題となりました自由民主党及び公明
党共同提出の「日本国憲法の改正手続に関する法  

 
律案」につきまして、提出者を代表して、提案の
理由及び内容の概要をご説明申し上げます。  
 日本国憲法は、その第 96 条において改正手続
を定めているにもかかわらず、そのための具体的
な国民投票法制につきましては、日本国憲法が施
行されてから 60 年近くを経過しようとしている
今日に至るまで、整備されてまいりませんでした。
このような基本的な憲法附属法典の整備は、国民
の負託を受けている私ども国会議員の基本的責務
であると言っても過言ではありません。憲法改正
国民投票法制の整備は、憲法制定権力の担い手で
ある国民がその権利を行使する制度を整備するこ
とであり、憲法改正に対する国民の主権を回復し、 
真の国民主権を具体化することにほかならないか
らであります。  
 昨年秋以降、本特別委員会及びその理事懇談会
において、憲法改正国民投票法制全般に関し、活
発に議論をしてまいりました。その結果、自由民
主党、公明党及び民主党の 3 党間においては、ほ
とんどの事項について共通の認識が得られるとこ
ろまでまいりました。しかし同時に、なお、いく
つかの重要な点において意見の相違が確認された
ところでもあります。  
 今後は、お互いが、現時点で最良と考える法制
度について具体的な法律案の形で提出し、これを
国会の委員会・本会議という国民に見える公の場
において議論をし、かつ、これに対するご意見・
ご批判をいただきながら、さらに幅広い合意形成
を目指してより良いものにしていくことが、憲法
という国家の基本ルールの改正に関する手続法の
制定手続として望ましい、と考えました。これが、
本法律案の提出に至る経緯でございます。  
 以下、本法律案の主な内容についてご説明申し
上げます。  
 第一は、本法律案は、あくまでも日本国憲法第
96 条の実施法であり、「憲法改正国民投票」だけ
を対象としているものであります。  
 第二に、「国民投票の期日」は、国会が憲法改正
を発議した日から起算して 60 日以後 180 日以内
において、国会自身が議決した期日に行うことと
いたしております。  
 第三に、「投票権者」については、日本国民で年
齢満 20 年以上の者としております。  
 第四に、憲法改正の発議があったときは、憲法
改正案の内容の広報活動を行うため、国会に両議
院の議員各 10 名で構成する「憲法改正案広報協
議会」を設置することといたしております。  
 第五に、「投票の方式」については、賛成すると
きは○の記号を、反対するときは×の記号を自書す
ることとし、白票は無効票としております。そして、
賛成の投票数が有効投票総数の 2 分の 1 を超えた場
合に、国民の承認があったものとしております。 
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 第六に、「国民投票運動」についてですが、国民
投票運動は基本的に自由とし、投票の公正さを確
保するための必要最小限の規制のみを設けること
といたしました。  
 その上で、(1)投票事務関係者や特定公務員の在
職中の国民投票運動の禁止、(2)公務員等や教育者
の地位を利用して行う国民投票運動の禁止、 (3)
国民投票の期日前一週間のテレビ・ラジオにおけ
る広告放送の制限、等に関する規定を設けており
ます。(4)他方、政党等に対する、テレビやラジオ、
新聞における無料広告枠の提供といった国民投票
運動の一部公営に関する規定も設けております。  
 第七に、「罰則」についても、 (1)投票の公正さ
を確保するための必要最小限の規定のみを設ける
こととしたほか、 (2)いわゆる買収罪についても、
その対象を社会常識的な範囲を逸脱する悪質な行
為に限定するべく、「組織により、多数の投票人に
対し、賛成又は反対の投票をし、又はしないよう
勧誘する行為であって、その報酬として、金銭や
投票行動に影響を与えるに足りる物品を供与する
行為等」に限ることといたしたところであります。 
 第八に、憲法改正の発議手続を整備するため国
会法の一部を改正することとしております。その
内容は、憲法改正原案を発議する場合の賛成者の
員数要件、憲法改正原案を審査する憲法審査会の
設置、そして憲法改正原案という重要議案を審査
することに伴う憲法審査会における審査手続の特
例等であります。  
 最後に、この法律の規定のうち国民投票の実施
に関する部分は、公布の日から起算して 2 年を経
過した日から、また、国会法の一部改正の部分は、
公布の日以後初めて召集される国会の召集の日か
ら、それぞれ施行することといたしております。  
 以上が、この法律案を提出いたしました理由及
びその内容の概要であります。  
 委員各位におかれては、何とぞ、慎重なご審議
をいただきました上で、速やかにご可決ください
ますようお願い申し上げます。  
 
◎提出者園田康博君（民主）による「日本国憲法

の改正及び国政における重要な問題に係る案

件の発議手続及び国民投票に関する法律案（枝

野幸男君外 3 名提出、第 164 回国会衆法第 31
号）」の提案理由説明  

 私は、民主党･無所属クラブの提案者を代表して、
ただいま議題となりました｢日本国憲法の改正及
び国政における重要な問題に係る案件の発議手続
及び国民投票に関する法律案｣について、その趣旨
を説明いたします。  
 この法律案は、日本国憲法 96 条に規定する憲
法改正国民投票に関する手続と、国政における重
要な問題についての諮問的国民投票に関する手続
とを、一体のものとして定め、あわせてそれぞれ
の発議に関する手続の整備を行うものです。  
 憲法改正の是非を問うため具体的手続は、本来、
1946 年に現行憲法が制定された際、憲法付属法と
して同時に整備されるべきものでした。  
 また、これらの手続は、憲法改正そのものに関
する議論と区別して、中立公正に進められなけれ
ばなりません。改正が容易な制度であっても、逆
に改正が困難な制度であっても、どちらかに偏っ

た制度では、国民の意思を正確に捉えることがで
きず、ひいては立憲主義の自殺行為となるからで
す。  
 このため私たちは、具体的な憲法そのものの議
論がこれ以上深まる前に、改正推進派も改正反対
派も、双方が納得できる制度を整えておくべきで
あると考え、本法律案を提起しました。  
 ところで、憲法改正手続国民投票制度は、間接
民主制を基本とするわが国政にあって、直接的に
国民の意思を問う例外的な制度です。そして、立
憲主義の観点から、直接的に国民の意思を問うこ
とが望ましい案件は、憲法の条文そのものを改正
するケースに、必ずしも限られません。  
 もちろん、国会の意思とは無関係に、国会の立
法権限を法的に制約するような手続は認められま
せん。しかし、特に立憲主義にかかわる問題につ
いて、国会が自らの意思に基づき、諮問的に国民
の意思を問い、その主権者の意思を十分に考慮し
ながら権限行使することは、何ら憲法に反するも
のではなく、むしろその趣旨に叶うことです。  
 このため、私たちは、一般法である諮問的国民
投票制度の創設と、その特例法である憲法改正国
民投票制度の創設とを、一本の法律として提案し
ています。  
 では、以下ポイントとなる点に絞って、法律案
の内容を説明します。  
 第一に、投票権者の範囲です。  
 わが党は従来から、成人年齢そのものを、18 歳
に引き下げることを主張しています。このこと自
体、すみやかに実現すべきと考えますが、せめて
少なくとも憲法改正国民投票に関しては、投票権
年齢を 18 歳に引き下げるべきだとして提案して
います。なぜなら、憲法は長期にわたってこの国
の公権力のあり方を規律するものである以上、こ
の国の未来に、より長期にわたって関わっていく
若い世代に、可能な限り決定に参加する機会を認
めることが必要だからです。  
 第二に、投票用紙への記載方法及び過半数の意
義についてです。  
 憲法 96 条は、国会の発議に対する国民の賛否
を聞くのではなく、その｢承認｣を要求しています。
わざわざ投票所まで足を運び、かつ、是とする意
思を示さなかった者については、承認の意思がな
かったものと判断するのが適切です。  
 このため本法律案では、国会の発議を是としこ
れを承認する者が、投票用紙に○印を付すものと
し、○印を付した票が投票総数の過半数に達した
場合に、憲法が改正されるものとしました。  
 第三に、いわゆる国民投票運動についてです。  
 国民投票と公職選挙は、投票という行動では似
ています。しかし、選挙においては、政党や候補
者という運動主体が、事実上限定的に存在します
が、国民投票においては、賛成又は反対の意見を
持つすべての国民が、運動の主体となりえます。
また、国民投票では、改正に｢賛成又は反対｣の運
動と、政治的意見表明との区別がつかず、これを
規制すると、政治的意見表明そのものに、強い萎
縮効果が働きます。  
 このため、少しでも萎縮効果の生じることのな
いよう、一つには、特定公務員の運動禁止規定や、
公務員･教育者の地位利用による運動禁止規定を、
原則として設けないものとしています。例外とし
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て、投票事務等に関与する公務員については、運
動禁止の規定を設けています。  
 また、一票を金で買うような行為は、国民投票
においても許されるものではないと考えますが、
本当に悪質なケースだけが対象になる構成要件を
設けることは困難であるため、萎縮効果が生じな
いよう、買収罪の規定を設けないこととしました。 
 以上が本法律案の主な内容です。  
 委員各位には、この法律案と与党案について、
改正を目指す者と、改正に反対する者の双方が納
得できる中立公正な制度が創設できるよう、謙虚
かつ真摯な議論をお願いして、趣旨の説明といた
します。  
 
◎提出者に対する質疑者及び主な質疑事項等 

近 藤 基 彦君（自民） 

＜発言＞  
・議員立法に関する国会議員同士の議論であるか

ら、与党案・民主党案双方の提出者においては、

提出している自らの案に必要以上に拘泥するこ

となく、現時点で手直しをするべきと思われる

点があれば、率直にそのようなアイディアを出

し合って、建設的な議論にしていただきたい。  
＜与党案提出者に対して＞  
・前回の委員会における「与党案については、過

半数の賛成をもって成立させることも可能であ

るが、それ以上の幅広い合意を目指していく」

との田委員の発言に関して、与党案提出者と

しての田議員と斉藤議員に所見を伺いたい。  
＜民主党案提出者に対して＞  
・「幅広い合意を目指していく」ための与党側の呼

びかけに対して、民主党案の筆頭提出者である枝

野議員は、どのような姿勢で臨むのか伺いたい。 
＜与党案提出者・民主党案提出者に対して＞  
・(a)国民投票の対象、(b)投票権者の年齢要件の二つ

の論点は、我が国の法制度及び社会制度の根幹に

大きな影響を与えるものであり、その影響を見極

めた上、周到な対応策が必要となるが、海外調査

の結果も踏まえ、両案の提出者の認識を伺いたい。 
＜与党案提出者に対して＞  
・投票権者の範囲について、与党案・民主党案と

もに、公職選挙法上の選挙権停止者や選挙権を

有しない者についても国民投票の投票権者とし

て認めているが、その趣旨について伺いたい。  
 
古 川 元 久君（民主） 

＜与党案提出者・民主党案提出者に対して＞  
・各党の提出者は、現時点における憲法改正の必

要性についてどのように考えるか。  
・両案の提出者の憲法改正についての立場を踏まえ、

今なぜ国民投票法の制定が必要と考えるのか。 
・憲法改正に関する議論と国民投票法に関する議論

は区別して進められるべきとの認識を持ってい

るが、国民の中には憲法改正のための国民投票法

の制定だとする疑念の声が上がっている。両案の

提出者はこの疑念をどう払拭するつもりか。 
＜民主党案提出者に対して＞  
・両案では、憲法改正案は「内容において関連す

る事項」ごとに発議されることとなっているが、

その判断主体は国会であり、結局、3 分の 2 の

多数で決めれば、例えば、憲法 9 条の改正と環

境権の創設を同時に問うような一括改正案も発

議されてしまうのではないかとの危惧があるが、

どのように考えるか。  
 
赤 松 正 雄君（公明） 

＜与党案提出者・民主党案提出者に対して＞  
・憲法調査会における 5 年間の調査は、憲法改正を

目的としたものではなく、憲法に関し、ありとあ

らゆる角度から調査をするものであった。これに

対し、憲法審査会は、常任委員会のように、議案

提出権や採決権を持つものという理解でよいか。 
＜与党案提出者に対して＞  
・具体的な憲法改正原案を審査する前に、「なぜ憲

法を改正する必要があるのか」、あるいは、「なぜ

憲法を改正する必要はないのか」といった議論を

すべきである。そして、そのような議論は、議案

提出権や採決権を持たない場でなければ、落ち着

いて行うことができないと考えるが、いかがか。 
＜民主党案提出者に対して＞  
・落ち着いた議論をするために、憲法審査会設置

後の一定期間は、憲法改正原案を前提としない

調査を行うということも考えられるとの与党案

提出者の答弁であったが、そうであれば、そも

そも、「憲法改正を目的としつつ、議案提出権や

採決権を持たない機関」を設置すればよいと考

えるが、いかがか。  
 
笠 井   亮君（共産） 

＜与党案提出者に対して＞  
・憲法制定後 60 年にわたって改憲手続法が制定

されなかったのは、国民が改憲を具体的に必要

としなかったためであり、また、世論調査の結

果も、改憲は、国民にとっての重要課題ではな

いことを示している。今、なぜ、改憲手続法を

制定する必要があるのか。  
＜民主党案提出者に対して＞  
・改憲手続法は、単なる形式的な手続法ではなく、

現に進行している改憲の動きと密接不可分に結

びついていることは紛れもない事実と考えるが、

枝野議員の見解を伺いたい。  
＜与党案提出者・民主党案提出者に対して＞  
・憲法問題には、憲法の制定権者である国民の意

思が最も重要であり、それが最大限に反映され

なければならないと考えるが、両案の提出者の

見解を伺いたい。  
＜与党案提出者に対して＞  
・与党案では、「過半数の意義」について有効投票

総数の過半数とし、かつ最低投票率要件も設け

られていないが、その理由を伺いたい。  
・そのような与党案の下では、仮に投票率が 50％

であった場合、2 割台の有権者の賛成で改憲案

が成立してしまう。先ほどの「国民の意思を反

映させる」との答弁にもかかわらず、なぜこの

ような結論になってしまうのか。  
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・「広報協議会」の委員の構成並びに政党に与えら

れるテレビ・ラジオの無料放送枠及び新聞広告

の無料掲載枠の配分は、所属国会議員数の比率

によるものとされている。これにより、改憲案

が発議された場合の広報については、改憲に賛

成した政党にとって圧倒的に有利な制度になっ

ていると考えるが、見解を伺いたい。  
・与党案において公務員等・教育者の地位利用によ

る国民投票運動が禁止されているが、例えば、大

学の教員が、自らの研究成果に基づき憲法を守る

べきと主張することは、規制の対象となるのか。 
 
辻 元 清 美君（社民）  
＜与党案提出者・民主党案提出者に対して＞  
・憲法は、国民が権力に対して制限を課す規範で

あると考えるが、各党の提出者は、憲法をどの

ような規範であると捉えているか。  
＜与党案提出者に対して＞  
・憲法改正手続法案は、具体的な憲法改正案と切

り離して議論することができない。田議員は、

憲法改正手続法案の提出者であり、また、自民

党新憲法起草委員会の小委員長でもあったので

あるから、両者を切り離した議論を行うことが

できないことを認めるべきではないか。  
・提出されている法案が単なる手続法案であると

言うのであれば、憲法改正原案の審査・起草権

限を有する「憲法審査会」に関する規定を本法

案から削除するのが筋ではないか。  
・国会内における憲法改正案の発議の過程と、発

議後の周知・広報の過程は区別して論じるべき

であるから、「広報協議会」の委員割当基準は、

議席数按分ではなく改憲賛成派・反対派半数ず

つとすべきではないのか。  
＜民主党案提出者に対して＞  
・政党に与えられるテレビ・ラジオの無料放送枠、

新聞広告の無料掲載枠について、その配分を所

属国会議員数の比率によることとすると、国民

に憲法改正過程に対する不公平感・不信感を抱

かせることとなり、改憲派にとって、かえって

不利な結果を招くと考えるが、いかがか。  
＜発言＞  
・世論調査によれば、憲法改正国民投票法案につ

いて、よく知らない国民の割合は 66％にも上る。

主権者である国民を置き去りにしたルール作り

はあってはならない。  
＞中山委員長の発言  
・辻元委員に申し上げるが、その原因として、国

の基本法である憲法に関する学校における教育

の在り方が問題であると考えている。憲法教育

の充実について辻元委員の協力を期待する。  
 
糸 川 正 晃君（国民） 

＜与党案提出者・民主党案提出者に対して＞  
・国民投票法案の提出に至った意義について、憲

法改正の必要性を含めて伺いたい。  
・先国会では、理事懇談会において、精力的に憲

法改正手続に関する論点整理が行われたと聞い

ているが、その状況や経過、また、その結果が

双方の案にどのようにフィードバックされたの

かを伺いたい。  
・国民投票制度の議論を行うことは、国民の憲法

に対する認識を深めることに資すると考える。

国民は憲法改正を望んでおらず、国民投票制度

も必要でないとの意見も聞くが、むしろ国民投

票制度を設けた上で国民の判断を仰ぐべきであ

ると思うが、いかがか。  
・法案を審議し、法律として制定するに当たって

は、法案の内容を広く国民に周知する必要があ

ると考える。今後、この法案の周知のため、ど

のようなことを考えているのか。  
・昨年の解散総選挙は、ある意味で国民投票的な

運用がなされたとも言えるが、その当否を含め

て、一般的国民投票制度の採否の理由について

伺いたい。  
・投票権者の年齢要件が与党案では満 20 歳以上、民

主党案では満 18 歳以上と規定されているが、それ

ぞれの年齢要件を定めた根拠について伺いたい。 
＜与党案提出者に対して＞  
・憲法に国民の声を反映させるためには、国民投

票運動は原則自由とし、規制はあくまでも必要

最小限のものとすべきであると考える。運動規

制についての原則的な考え方を伺いたい。  
 

意  見  窓  口 「憲  法  の  ひ  ろ  ば｣ 
 日本国憲法に関する調査特別委員会では、日本

国憲法改正国民投票制度及び日本国憲法に関して

広く国民の意見を聴くため、意見窓口『憲法のひ

ろば』を設けています。  
 衆議院憲法調査会発足時（平成 12 年 2 月）よ

り寄せられた意見の総数及びその内訳  
・受  付  意  見  総  数：3038 件（10/27 現在） 
・媒  体  別  内  訳  

葉 書  1568 封 書  559 
ＦＡＸ  546 E-mail 365 

・分  野  別  内  訳  
国民投票法制 182 報 告 書  7 
前 文  242 天 皇  126 
戦 争 放 棄  1676 権利・義務  94 
国 会  52 内 閣  51 
司 法  29 財 政  25 
地 方 自 治  22 改 正 規 定  33 
最 高 法 規  21 そ の 他  1383 

※複数の分野にわたる意見もございますので、分
野別内訳の総数は、受付総数とは一致しません。 

 
【意見窓口『憲法のひろば』の宛先】  
FAX 03－3581－5875 
E-mail kenpou@shugiinjk.go.jp 
郵 便 〒100-8960  千代田区永田町 1－7－1 
 衆議院日本国憲法に関する調査特別委員会「憲法

のひろば」係 
 いずれのご意見も、住所、氏名、年齢、職業、電

話番号を明記して下さい。 

 このニュースは、衆議院日本国憲法に関する調査特別委員会における議論の概要等を、簡潔かつ迅

速にお知らせするために、事務局の責任において要約・編集し、発行しているものです。正確かつ詳

細な議論の内容については、会議録をご参照ください。  


